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第１回多治見市地域密着型サービス運営委員会議事録 

 日 時：令和 2 年 7 月 31 日（金） 

 15:00～15:30 

 場 所：多治見市役所駅北庁舎 4 階大ホール 

 

出席： 

 

 

欠席 

加藤英治委員、後藤達彦委員、小林日出世委員、櫻井きよみ委員、 

篠田征子委員、関口由紀子委員、高野一委員、長江一鶴代委員、 

山中利仁委員（ｱｲｳｴｵ順） 

山田隆司委員 

 

事務局 

福祉部：鈴木部長 

高齢福祉課：山﨑課長、三宅 GL、宮上 GL、加藤 GL、野呂、今井、渡辺 

社会福祉協議会 地域福祉課：高木課長 

太平地域包括支援センター：国立 

滝呂地域包括支援センター：高橋 

南姫地域包括支援センター：近藤 

笠原地域包括支援センター：関谷 

精華地域包括支援センター：森 

北栄地域包括支援センター：棚瀬 
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会長代理 

これより議題に入ります。事務局より説明をお願いします。  

―資料６に基づき地域密着型サービス事業所の指定等の状況について説明 

事務局の説明について、ご質問やご意見はございませんか。 

―意見なし― 

それでは、引続き報告事項の説明をお願いします。 

―資料６に基づき地域密着型サービス事業所への指導計画について説明 

事務局の説明について、ご質問やご意見はございませんか。 

―意見なし― 

実地指導においては保健所の関与はありますか？ 

介護保険法における実地指導において保健所の関与はありません。 

実効性のある実地指導としてどのような視点・方法で実施していますか？ 

介護報酬加算等についての届出の提出書類と利用者の利用記録、従業員の

勤務実績、ケアプランなどの記録を突合させ、整合性の検証を行っています。 

特に給付費等に誤りがある場合は返戻を行うよう指導しています。 

また、監査とは異なり、正しく運営することを促すための指導を主目的と

しています。 

事務局の説明について、ご質問やご意見はございませんか。 

―意見なし― 

これをもちまして、第１回多治見市地域密着型サービス運営委員会を終了

します。 

 


